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第三種郵便物認可医療・介護・福祉労働者の生活と権利、国民の命と健康を守る
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人
事
院
は
本
日
（
8
日
）
、

一
般
職
国
家
公
務
員
の
賃
金

等
に
つ
い
て
、
官
民
較
差

「
7
0
8
円
、
0
・
　

％
」

17

に
基
づ
く
月
例
給
の
改
定
、

一
時
金
の
0
・
　

月
引
上

10

げ
、
扶
養
手
当
の
見
直
し
、

医
師
の
処
遇
改
善
、
仕
事
と

家
庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る

制
度
改
正
な
ど
の
勧
告
・
報

告
を
行
っ
た
。

　
3
年
連
続
の
引
き
上
げ
勧

告
で
、
看
護
師
初
任
給
1
7

0
0
円
引
き
上
げ
な
ど
若
者

層
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、

再
任
用
を
含
む
す
べ
て
の
号

俸
で
の
改
善
は
、
春
闘
は
じ

め
官
民
共
同
の
運
動
の
反
映

で
あ
る
が
、
生
活
改
善
に
は

ほ
ど
遠
い
引
き
上
げ
幅
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
昨
年
か
ら
「
給

与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」

に
よ
る
賃
金
削
減
が
強
行
さ

れ
て
お
り
、
経
過
措
置
中
の

多
く
の
公
務
労
働
者
の
実
支

給
額
は
据
え
置
か
れ
る
。

「
総
合
見
直
し
」
の
中
止
撤

書
記
長
談

書
記
長
談
話話

回
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、

経
過
措
置
と
の
関
係
で
残
る

原
資
を
本
府
省
優
遇
の
本
省

業
務
調
整
手
当
に
ま
わ
す
こ

と
に
強
く
反
対
す
る
。
公
平

に
す
べ
て
の
職
員
に
配
分
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
一
時

金
の
改
善
分
に
つ
い
て
、
勤

勉
手
当
で
は
な
く
、
再
任
用

職
員
も
含
め
て
期
末
手
当
に

配
分
す
べ
き
で
あ
る
。
公
平

性
・
納
得
性
の
な
い
評
価
に

よ
る
成
績
主
義
の
強
化
は
、

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
意
欲
を
阻

害
す
る
も
の
で
あ
り
強
く
反

対
す
る
。

　
扶
養
手
当
の
見
直
し
の
一

方
的
な
強
行

は
、
労
働
基
本

権
制
約
の
「
代

償
機
関
」
と
し

て
役
割
を
投

げ
捨
て
る
も

の
で
あ
り
、
厳

し
く
抗
議
す

る
。
子
ど
も
の

扶
養
手
当
の

増
額
は
、
配
偶

者
手
当
と
は

別
の
原
資
で

行
う

べ
き
で

あ
り
、
配
偶
者

手
当
の
一
方

的
な
削
減
は

容
認
で
き
な

い
。

　
日

本

医

労

連
は
、　

春
闘

16

で
生
計
費
原

則
に
基

づ
く

大
幅
賃
上
げ
要
求
を
か
か
げ

て
奮
闘
す
る
と
と
も
に
、
人

事
院
本
院
・
地
方
事
務
局
に

対
す
る
要
請
も
強
め
て
き

た
。
こ
う
し
た
中
、
医
師
の

初
任
給
調
整
手
当
引
上
げ
や

看
護
師
な
ど
の
医
療
職
に
つ

い
て
、
平
均
を
上
回
る
月
例

給
の
引
き
上
げ
が
勧
告
さ
れ

た
。
し
か
し
、
医
療
・
介
護

・
福
祉
労
働
者
の
賃
金
は
、

他
産
業
と
比
べ
て
も
低
く
、

そ
の
こ
と
が
深
刻
な
人
手
不

足
の
要
因
に
も
な
っ
て
い

る
。
国
民
の
医
療
・
介
護
・

福
祉
を
ま
も
る
た
め
に
も
、

賃
金
水
準
の
抜
本
的
な
引
上

げ
が
必
要
で
あ
る
。

　
勧
告
は
、
非
常
勤
職
員
の

処
遇
改
善
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
な
い
が
、
非
正
規
雇
用

労
働
者
や
再
雇
用
労
働
者
の

処
遇
改
善
も
切
実
な
課
題
で

あ
る
。
今
年
の
最
低
賃
金
改

定
目
安
額
は
、
全
国
加
重
平

均
　
円
で
、
目
安
通
り
の
改

24
定
と
す
る
と
最
高
9
3
2
円

・
最
低
7
1
4
円
と
な
り
、

1
，
0
0
0
円
に
遠
く
及
ば

な
い
ば
か
り
か
、
地
域
格
差

が
拡
大
し
た
。
全
労
連
最
低

生
計
費
調
査
で
は
、
全
国
ど

こ
で
も
時
給
1
，
5
0
0
円

程
度
が
必
要
で
あ
る
。
政
府

は
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
、

正
社
員
転
換
・
待
遇
改
善
を

か
か
げ
て
お
り
、
率
先
し
て

非
正
規
雇
用
、
再
雇
用
労
働

者
の
賃
金
・
労
働
条
件
の
制

度
改
善
を
図
る
こ
と
を
要
求

す
る
。

　
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援

に
つ
い
て
、
民
間
法
制
の
改

正
に
準
じ
た
制
度
改
正
が
勧

告
さ
れ
た
が
、
制
度
を
活
用

で
き
る
人
員
確
保
な
ど
実
効

あ
る
措
置
を
求
め
る
。
医
療

や
介
護
の
現
場
で
は
、　

時
16

間
を
超
え
る
長
時
間
夜
勤
も

多
く
、
労
働
時
間
の
短
縮
や

勤
務
間
隔
の
確
保
、
夜
勤
回

数
の
制
限
な
ど
夜
勤
交
替
制

労
働
の
実
効
あ
る
規
制
も
非

常
に
切
実
な
課
題
で
あ
る
。

1
9
6
5
年
の
人
事
院
夜
勤

判
定
が
い
ま
だ
に
順
守
さ
れ

て
い
な
い
実
態
に
か
ん
が

み
、
夜
勤
規
制
の
義
務
化
な

ど
実
効
あ
る
措
置
を
強
く
要

求
す
る
。

　
第
3
次
安
倍
内
閣
は
、

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
破
綻

を
ご
ま
か
す
巨
額
の
経
済
対

策
を
決
定
し
た
が
、
「
経
済

財
政
白
書
」
も
認
め
る
と
お

り
、
景
気
の
好
循
環
の
た
め

に
は
、
実
質
所
得
の
底
上
げ

こ
そ
が
必
要
で
あ
る
。
日
本

医
労
連
は
、
安
倍
政
権
の
改

憲
の
策
動
を
許
さ
ず
、
共
同

を
広
げ
、
憲
法
を
い
か
し
た

社
会
保
障
の
拡
充
、
人
間
ら

し
く
生
活
し
働
き
続
け
ら
れ

る
大
幅
賃
上
げ
と
夜
勤
改
善

・
大
幅
増
員
、
安
全
・
安
心

の
医
療
・
介
護
の
実
現
に
む

け
、
引
き
続
き
、
奮
闘
す
る

決
意
で
あ
る
。

以
　
　
　
上

生
活
改
善
で
き
る
大
幅
賃
上
げ
め
ざ
し
官
民
共
同
の
運
動
強
化

生
活
改
善
で
き
る
大
幅
賃
上
げ
め
ざ
し
官
民
共
同
の
運
動
強
化
をを

月例給0.17％ 一時金0.1月改善
月例給、一時金とも引上げ勧告

1.13春闘闘争宣言行動（日本経団連包囲行動）

書
記
長
　
三
浦
　
宜
子


